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１２ 

（２） 介護給付費等 請求書 基本情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 
(識別番号毎) 

備考 

J111 J211 

1 交換情報識別番号 英数 4 交換情報識別番号を設定する。 ◎ ◎ ※Ｂ 

2 レコード種別コード 
コード

値 
2 ０１を設定する（基本情報レコード） ◎ ◎  

3 サービス提供年月 
コード

値 
6 

サービスを提供した年月（西暦年月

YYYYMM を設定する） 
◎ ◎ ※Ｙ 

4 市町村番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された市町村番号（ﾁ

ｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む） 
◎ ◎ 

※Ｃ 

※１ 

5 事業所番号 
コード

値 
10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ◎ ※Ｃ 

6 請求金額 数値 10 

請求金額を設定する。 

請求金額＝合計 給付費請求額＋合

計 特別対策費請求額＋合計 自治

体助成額。 

◎ ◎  

7 小
計 

介
護
給
付
費
等
・
特
例
介
護
給
付
費
等 

件数 数値 6 小計 件数 ◎ ◎ ※４ 

8 単位数 数値 9 小計 単位数 ◎ ◎ ※４ 

9 費用合計 数値 10 小計 費用合計 ◎ ◎ ※４ 

10 給付費請求額 数値 10 小計 給付費請求額 ◎ ◎ ※４ 

11 特別対策費請求額 数値 10 小計 特別対策費請求額 ○ ○ 
※２ 

※７ 

12 利用者負担額 数値 10 小計 利用者負担額 ◎ ◎ 
※４ 

※５ 

13 自治体助成額 数値 10 小計 自治体助成額 ○ ○ ※２ 

14 
小
計 

特
定
障
害
者
特

別
給
付
費
・
高
額
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
費 

件数 数値 6 小計 件数 ○ ○ ※２ 

15 費用合計 数値 10 小計 費用合計 ○  ※２ 

16 給付費請求額 数値 10 小計 給付費請求額 ○ ○ ※２ 

17 

合
計 

件数 数値 6 合計 件数 ◎ ◎ ※３ 

18 単位数 数値 9 合計 単位数 ◎ ◎ ※４ 

19 費用合計 数値 10 合計 費用合計 ◎ ◎ ※３ 

20 給付費請求額 数値 10 合計 給付費請求額 ◎ ◎ ※３ 

21 特別対策費請求額 数値 10 合計 特別対策費請求額 ○ ○ 
※２ 

※７ 

22 利用者負担額 数値 10 合計 利用者負担額 ◎ ◎ 
※４ 

※５ 

23 自治体助成額 数値 10 合計 自治体助成額 ○ ○ ※２ 

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 



 

１３ 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 処遇改善助成金（※６）の請求書情報を作成する際には、都道府県番号を設定する。 

※２ 処遇改善助成金（※６）の請求書情報を作成する際には、設定しない。 

※３ 処遇改善助成金（※６）の請求書情報を作成する際には、処遇改善助成金に関する情報の合計を

設定する。 

※４ 処遇改善助成金（※６）の請求書情報を作成する際には、０を設定する。 

※５ 地域相談支援給付費の請求書情報を作成する際には、０を設定する。 

※６ サービス提供年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 

※７ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。 

 

（３） 介護給付費等 請求書 明細情報レコード 

項

番 
項目名 

属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須（給付種別、識別番号毎） 

備考 
給付種別＝１ 給付種別＝２ 

給付

種別

＝３ 

J111 J211 J111 J211 
J111 

J211 

1 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別するための番

号 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※B 

2 レコード種別コード 
コード

値 
2 ０２を設定する（明細情報レコード） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

3 サービス提供年月 
コード

値 
6 

サービスを提供した年月（西暦年月

YYYYMM を設定する） 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※Y 

4 市町村番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された市町村番号

（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む） 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

※C 

※３ 

5 事業所番号 
コード

値 
10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※C 

6 給付種別 
コード

値 
1 

請求書における給付種別を表す。 

１：介護給付費・訓練等給付費、地域

相談支援給付費、特例介護給付費・

特例訓練等給付費 

２：特定障害者特別給付費、高額障

害福祉サービス費 

３：処遇改善助成金 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※６ 

7 サービス種類コード 
コード

値 
2 サービス種類コード ◎ ◎ 

◎ 

※１ 
◎ ◎ ※C 

8 件数 数値 6 サービス種類毎の明細書の件数 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ※４ 

9 単位数 数値 9 サービス種類毎の単位数 ◎ ◎     

10 費用合計 数値 10 サービス種類毎の費用の額 
◎ 

※２ 

◎ 

※２ 
○  ◎ ※４ 

11 給付費請求額 数値 10 サービス種類毎の給付費請求額 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ※４ 

12 特別対策費請求額 数値 10 
サービス種類毎の特別対策費請求

額 
○ ○    ※８ 

13 利用者負担額 数値 10 

サービス種類毎の利用者負担額。 

自治体助成がある場合、明細書の決

定利用者負担額から自治体助成額

を控除した額を設定する。 

◎ ◎    ※５ 

14 自治体助成額 数値 10 サービス種類毎の自治体助成額 ○ ○     

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 



 

１４ 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 介護給付費・訓練等給付費等請求書において、サービス種別ごとに特定障害者特別給付費を記載

する欄は存在しないが、インタフェース設定上は特定障害者特別給付費を算定した事業所のサービ

ス種類ごとに金額を設定する。 

※２ 明細書における、サービス種類ごとの総費用額（100/100 の額）の合計となる。 

※３ 処遇改善助成金（※７）の請求書情報を作成する際には、都道府県番号を設定する。 

※４ 処遇改善助成金（※７）の請求書情報を作成する際には、処遇改善助成金（※７）に関する情報を設

定する。 

※５ 地域相談支援給付費の請求書情報を作成する際には、０を設定する。 

※６ 「３：処遇改善助成金」については、サービス提供年月が平成 24 年 4 月以降使用しない。 

※７ サービス提供年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 

※８ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。 

 
1.2.3.2. 介護給付費等 明細書情報 
（１）介護給付費等 明細書情報 

介護給付費等の明細書情報は以下のレコードの組み合わせにより構成される。 
１ ： 基本情報レコード 

市町村、受給者および請求サービス事業所等に関する明細書の基本情報を格納する。 
２ ： 日数情報レコード（複数レコード） 

サービス種別ごとの日数情報を格納する。 
３ ： 明細情報レコード（複数レコード） 

実施したサービス単位のサービスコード・請求単位数等を格納する。 
   ４ ： 集計情報レコード（複数レコード） 

      サービス種別ごと集計欄毎の請求単位数、利用者負担額等を格納する。 
５ ： 契約情報レコード（複数レコード） 

      決定サービスコードごとの契約量を格納する。 
６ ： 処遇改善情報レコード（複数レコード） 

      サービス種別ごとに処遇改善情報を格納する。 
      サービス提供年月が平成 24 年 4 月以降使用しない。 
 
 
 



 

１６ 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 

(識別番号毎) 備考 

J121 J131 J141 J221 

23 

請
求
額
集
計
欄 

合
計 

A

型

減

免

  

事業者減免額 数値 6 A 型事業者減免額を設定 ○     

24 
減免後利用者

負担額 
数値 6 

A 型減免後の利用者負担額

を設定 
○     

25 
調整後利用者負担

額 
数値 6 調整後利用者負担額を設定 ○ ○  ○  

26 
上限額管理後利用

者負担額 
数値 6 上限額管理後利用者負担額 ○ ○  ○ ※２ 

27 決定利用者負担額 数値 6 

算定した結果の利用者負担

額を設定する（自治体助成分

請求額を控除する前の利用

者負担額である）。 

◎ ◎  ◎  

28 

請

求

額 

給付費 数値 10 給付費の請求額を設定 ◎ ◎ ◎ ◎  

29 
高額障害福祉

サービス費 
数値 10 

高額障害福祉サービス費を

設定 
   ○  

30 特別対策費 数値 10 

サービス提供年月が平成 24

年 4 月以降は、新体系定着

支援に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21

年 10 月以降は、事業運営安

定化および、移行時運営安

定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21

年 9 月以前は、特別対策費

である激変緩和加算に係る

請求額を設定 

○ ○  ○ ※３ 

31 
自治体助成分請求

額 
数値 6 

利用者負担額のうち自治体

が助成する額を設定 
○ ○  ○  

32 特
定
障
害
者
特
別
給

付
費 

（
合
計
） 

算定日額 数値 4 算定する日額を設定 ○     

33 日数 数値 2 算定する日数を設定 ○     

34 給付費請求額 数値 5 給付費請求額を設定 ○ ○    

35 実費算定額 数値 6 実費算定額を設定 ○ ○    

※必須    ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１  “１” ： 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。 
“２” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。 
“３” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。 

※２ 利用者負担上限額管理を行った場合のみ設定する。利用者負担上限額管理が必要ない場合（例え

ば、利用者負担上限月額が０円の場合）は設定しない。 

※３ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。 



 

２６ 

（６）介護給付費等 明細書 集計情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 
備考 

J121 J131 J141 J221 

1 交換情報識別番号 英数 4 
当情報の内容を識別するため

の番号 
◎ ◎ ◎ ◎ ※B 

2 レコード種別コード 
コード

値 
2 

０４を設定する（集計情報レコ

ード） 
◎ ◎ ◎ ◎   

3 サービス提供年月 
コード

値 
6 

サービスを提供した年月（西暦

年月 YYYYMM を設定する） 
◎ ◎ ◎ ◎ ※Y 

4 市町村番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された市町村

番号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む） 
◎ ◎ ◎ ◎ ※C 

5 事業所番号 
コード

値 
10 

サービスを提供した事業所番

号 
◎ ◎ ◎ ◎ ※C 

6 受給者証番号 英数 10 
受給者証に記載されている受

給者証番号 
◎ ◎ ◎ ◎ ※C 

7 サービス種類コード 
コード

値 
2 サービス種類コード２桁を設定 ◎ ◎ ◎ ◎ ※C 

8 

請
求
額
集
計
欄 

集計欄分類番号 
コード

値 
１ 

同一のサービス種類コードで

複数の集計情報を作成する為

の集計欄分類番号を設定 

◎ ◎ ◎ ◎ ※１ 

9 サービス利用日数 数値 2 

サービス利用日数を設定 

本体報酬を算定しない日にお

いて、各種加算のみを算定した

場合も１日とカウントする。上限

額管理加算、欠席時対応加算

等も１日とカウントする。 

◎ ◎ 
◎ 

※７ 
◎  

10 給付単位数 数値 9 
サービス種類コードごと集計欄

分類番号ごとの単位数を設定 
◎ ◎ ◎ ◎   

11 単位数単価 数値 5 

整数部２桁、小数部３桁の半角

数字（小数部が３桁を超える場

合、小数第４位を四捨五入）。

8.5 円の場合、08500（または

8500）を設定 

◎ ◎ ◎ ◎ ※Ｙ 

12 給付率 数値 3 

０を設定（サービス提供年月が

平成 24 年 3 月以前：給付率を

設定） 

◎ ◎  ◎   

13 総費用額 数値 10 サービスの総費用額を設定 ◎ ◎ ◎ ◎   

14 

１割相当額 

（サービス提供年月

が平成 24 年 3 月以

前：給付率に基づく 

請求額） 

数値 10 

総費用額の１割に相当する額

を設定。（サービス提供年月が

平成 24 年 3 月以前：総費用額

×給付率／１００） 

◎ ◎  ◎   

15 

利用者負担額② 

（サービス提供年月

が平成 24 年 3 月以

前：給付率に基づく 

利用者負担額②） 

数値 6 

1 割相当額を設定。 

（サービス提供年月が平成 24

年 3 月以前：総費用額－給付

率に基づく請求額）  

◎ ◎  ◎ ※６ 

16 
上限月額調整（①

②の内少ない数） 
数値 6 

利用者負担上限月額と利用者

負担額②のうち少ないほうを設

定 

◎ ◎  ◎   

17 
A 型

減免 

事業者減免

額 
数値 6 A 型事業者減免額を設定 ○     



 

２７ 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 
備考 

J121 J131 J141 J221 

18 

請
求
額
集
計
欄 

A 型

減免 

減免後利用

者負担額 
数値 6 

A 型減免後の利用者負担額を

設定 
○     

19 
調整後利用者負担

額 
数値 6 調整後利用者負担額を設定 ○ ○  ○   

20 
上限額管理後利用

者負担額 
数値 6 

上限額管理後利用者負担額を

設定 
○ ○  ○ ※５ 

21 決定利用者負担額 数値 6 

算定した結果の利用者負担額

を設定する（自治体助成分請

求額を控除する前の利用者負

担額である）。 

◎ ◎  ◎  

22 

請求

額 

給付費 数値 10 給付費の請求額を設定 ◎ ◎ ◎ ◎   

23 

高額障害福

祉サービス

費 

数値 10 
高額障害福祉サービス費の請

求額を設定 
   ○  

24 特別対策費 数値 10 

サービス提供年月が平成 24 年

4 月以降は、新体系定着支援

に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年

10 月以降は、事業運営安定化

および、移行時運営安定化に

係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年

9 月以前は、特別対策費である

激変緩和加算に係る請求額を

設定 

○ ○  ○ ※８ 

25 
自治体助成分請求

額 
数値 6 

利用者負担額のうち自治体が

助成する額を設定 
○ ○  ○ ※２  

26 
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費 

算定日額 数値 4 
サービス種類ごとに算定する

日額を設定 
○    ※３ 

27 日数 数値 2 
サービス種類ごとに算定する

日数を設定 
○    ※３ 

28 給付費請求額 数値 5 
サービス種類ごとに給付費請

求額を設定 
○ ○   ※３ 

29 実費算定額 数値 6 
サービス種類ごとに実費算定

額を設定 
○ ○   ※３ 

30 

利
用
日
数
管
理
票 

対象期間（開始） 
コード

値 
6 

利用日数の特例開始年月（西

暦年月 YYYYMM を設定する） 
○   ○ ※４ 

31 対象期間（終了） 
コード

値 
6 

利用日数の特例終了年月（西

暦年月 YYYYMM を設定する） 
○   ○ ※４ 

32 当月の利用日数 数値 2 当月の利用日数 ○   ○ ※４ 

33 原則日数の総和 数値 3 
対象期間における原則日数の

総和を設定する。 
○   ○ ※４ 

 

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 



 

２８ 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 【サービス提供年月が平成２５年４月以降の場合】 

１ ： ２以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合、２を設定する。具体的には単位数単価が１

０円以外の地域に所在する事業所において、児童移行者に対して下記サービスを行った場合

となる。 

        ①重度障害児支援加算 

        ②重度重複障害児加算 

        ③強度行動障害児特別支援加算 

        ④自活訓練加算 

【サービス提供年月が平成２４年４月以降、平成２５年３月以前の場合】 

１ ： ２および４以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合、２を設定する。具体的には単位数単価が 

１０円以外の地域に所在する事業所において、児童移行者に対して下記サービスを行った場

合となる。 

        ①重度障害児支援加算 

        ②重度重複障害児加算 

        ③強度行動障害児特別支援加算 

        ④自活訓練加算 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（新体系定着支援に係る請求額） 

 【サービス提供年月が平成２１年１０月以降平成２４年３月以前の場合】 

１ ： ２、４および６以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合 

例１ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する旧身体障害者療護施設において入所を行

った場合で、遷延性意識障害者加算又は筋萎縮性側索硬化症等障害者加算がある場合、

遷延性意識障害者加算又は筋萎縮性側索硬化症等障害者加算については、集計欄分類番

号＝２で集計する。 

例２ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において 1 枚の明細書に「旧指定特

定身体障害者入所授産施設」における通所サービスおよび、「旧指定特定身体障害者通所

授産施設」における通所サービスを集計する場合、「旧指定特定身体障害者入所授産施設」

における通所サービスを集計欄分類番号＝１で集計する。また、「旧指定特定身体障害者通

所授産施設」における通所サービスを集計欄分類番号＝２で集計する。１枚の明細書にどち

らか片方を集計する場合は、通常通り、集計欄分類番号＝１で集計する。 

例３ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において 1 枚の明細書に「旧指定知

的障害者入所更生施設」における通所サービスおよび、「旧指定知的障害者通所更生施設」 



 

１ 

における通所サービスを集計する場合、「旧指定知的障害者入所更生施設」における通所サ

ービスを集計欄分類番号＝１で集計する。「旧指定知的障害者通所更生施設」における通所

サービスを集計欄分類番号＝２で集計する。１枚の明細書にどちらか片方を集計する場合は、

通常通り、集計欄分類番号＝１で集計する。 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（事業運営安定化および、移行時運営安定化に係

る請求額） 

６ ： ２の例２および例３におけるパターンで「旧指定特定身体障害者通所授産施設」および「旧指

定知的障害者通所更生施設」における事業運営安定化に係る請求額を集計欄分類番号＝６

で集計する（「旧指定特定身体障害者入所授産施設」および「旧指定知的障害者入所更生施

設」における事業運営安定化に係る請求額を集計欄分類番号＝４で集計することとなる）。 

【サービス提供年月が平成２１年４月以降９月以前の場合】 

１ ： ２、４および６以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合 

例１ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する旧身体障害者療護施設において入所を行

った場合で、遷延性意識障害者加算又は筋萎縮性側索硬化症等障害者加算がある場合、

遷延性意識障害者加算又は筋萎縮性側索硬化症等障害者加算については、集計欄分類番

号＝２で集計する。 

例２ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において 1 枚の明細書に「旧指定特

定身体障害者入所授産施設」における通所サービスおよび、「旧指定特定身体障害者通所

授産施設」における通所サービスを集計する場合、「旧指定特定身体障害者入所授産施設」

における通所サービスを集計欄分類番号＝１で集計する。また、「旧指定特定身体障害者通

所授産施設」における通所サービスを集計欄分類番号＝２で集計する。１枚の明細書にどち

らか片方を集計する場合は、通常通り、集計欄分類番号＝１で集計する。 

例３ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において 1 枚の明細書に「旧指定知

的障害者入所更生施設」における通所サービスおよび、「旧指定知的障害者通所更生施設」

における通所サービスを集計する場合、「旧指定知的障害者入所更生施設」における通所サ

ービスを集計欄分類番号＝１で集計する。「旧指定知的障害者通所更生施設」における通所

サービスを集計欄分類番号＝２で集計する。１枚の明細書にどちらか片方を集計する場合は、

通常通り、集計欄分類番号＝１で集計する。 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（特別対策事業の激変緩和加算） 

６ ： ２の例２および例３におけるパターンで「旧指定特定身体障害者通所授産施設」および「旧指

定知的障害者通所更生施設」における特別対策事業の激変緩和加算を集計欄分類番号＝６

で集計する（「旧指定特定身体障害者入所授産施設」および「旧指定知的障害者入所更生施

設」における特別対策事業の激変緩和加算を集計欄分類番号＝４で集計することとなる）。 

    【サービス提供年月が平成２１年３月以前の場合】 

１ ： ２、３、４、５および６以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合 

例１ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する旧身体障害者療護施設において入所を行

った場合で、遷延性意識障害者加算又は筋萎縮性側索硬化症等障害者加算がある場合、

２８－ 



 

２ 

遷延性意識障害者加算又は筋萎縮性側索硬化症等障害者加算については、集計欄分類番

号＝２で集計する。 

例２ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において 1 枚の明細書に「旧指定特

定身体障害者入所授産施設」における通所サービスおよび、「旧指定特定身体障害者通所

授産施設」における通所サービスを集計する場合、「旧指定特定身体障害者入所授産施設」

における通所サービスを集計欄分類番号＝１で集計する。また、「旧指定特定身体障害者通

所授産施設」における通所サービスを集計欄分類番号＝２で集計する。１枚の明細書にどち

らか片方を集計する場合は、通常通り、集計欄分類番号＝１で集計する。 

例３ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において 1 枚の明細書に「旧指定知

的障害者入所更生施設」における通所サービスおよび、「旧指定知的障害者通所更生施設」

における通所サービスを集計する場合、「旧指定知的障害者入所更生施設」における通所サ

ービスを集計欄分類番号＝１で集計する。「旧指定知的障害者通所更生施設」における通所

サービスを集計欄分類番号＝２で集計する。１枚の明細書にどちらか片方を集計する場合は、

通常通り、集計欄分類番号＝１で集計する。 

３ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（介護給付費等の激変緩和加算） 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（特別対策事業の激変緩和加算） 

５ ： ２の例２および例３におけるパターンで「旧指定特定身体障害者通所授産施設」および「旧指

定知的障害者通所更生施設」における介護給付費等の激変緩和加算を集計欄分類番号＝５

で集計する（「旧指定特定身体障害者入所授産施設」および「旧指定知的障害者入所更生施

設」における介護給付費等の激変緩和加算を集計欄分類番号＝３で集計することとなる）。 

６ ： ２の例２および例３におけるパターンで「旧指定特定身体障害者通所授産施設」および「旧指

定知的障害者通所更生施設」における特別対策事業の激変緩和加算を集計欄分類番号＝６

で集計する（「旧指定特定身体障害者入所授産施設」および「旧指定知的障害者入所更生施

設」における特別対策事業の激変緩和加算を集計欄分類番号＝４で集計することとなる）。 

※２ 自治体助成分請求額設定ルール 

自治体助成分請求額の計算方法としては、国制度（利用者負担額調整など）を適用した後の決定利

用者負担額に対してサービス種類ごとに定率を助成する方式とする。 

 

自治体助成分請求額＝決定利用者負担額×市町村助成率（小数点以下切捨） 

例）生活介護と居宅介護のサービス提供を受ける利用者で、居宅介護の利用者負担額のうち半分を

市町村が助成する場合 

 生活介護 居宅介護 

決定利用者負担額 7,500 4,800 

自治体助成分請求額  2,400 

                                              ↓ 

                     実際の利用者負担額は、7,500＋4,800-2,400＝9,900 となる。 

※３ 集計欄分類番号＝１のレコードのみに設定が必要である。 

※４ 利用日数管理票情報は、日中活動サービス（生活介護、旧法施設支援（通所）、自立訓練（機能訓

練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援）において利用日数の特例を利用する場合に、その対

象期間中毎月設定する。集計欄分類番号＝１のレコードのみに設定が必要である。 

4,800(円) × 50(%) 

２８－ 



 

３ 

※５ 利用者負担上限額管理を行った場合のみ設定する。利用者負担上限額管理が必要ない場合（例え

ば、利用者負担上限月額が０円の場合）は設定しない。 

※６ 法第三十一条が適用される場合、「市町村が定める額」もしくは「1 割相当額」のうち小さい額を設定

する。 

※７ 地域定着支援において、体制確保のみの場合は、「０」を設定する。 

※８ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。

２８－ 



 

３４ 

 
（３） サービス利用計画作成費請求書等 明細情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 

J311 

J312 

J321 

備考 

1 交換情報識別番号  英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※B 

2 レコード種別コード  
コード

値 
2 ０２を設定する（明細情報レコード） ◎  

3 サービス提供年月  
コード

値 
6 

サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月 （ 西 暦 年 月

YYYYMM を設定する） 
◎ ※Y 

4 市町村番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された市町村番号（ﾁｪｯｸ

ﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む） 
◎ ※C 

5 事業所番号 
コード

値 
10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ※C 

6 項番 数値 4 １からの連番を設定 ◎  

7 受給者証番号 英数 10 受給者証に記載されている受給者証番号 ◎ ※C 

8 支給決定者氏名カナ 英数 25 支給決定者カナ氏名 △  

9 支給決定児童氏名カナ 英数 25 支給決定児童カナ氏名 △  

10 モニタリング日 
コード

値 
8 

サービス利用支援の場合は計画作成日、

継続サービス利用支援の場合は直近のモ

ニタリング日を設定。ただし、同一月内に

サービス利用支援と継続サービス利用支

援の両方を実施した場合には直近のモニ

タ リ ン グ 日 を 設 定 。 （ 西 暦 年 月 日

YYYYMMDD を設定する） 

○ ※Ｙ 

11 
請
求
額
計
算
欄 

サービスコード 
コード

値 
6 サービスコードを設定 ◎ ※C 

12 単位数 数値 4 単位数を設定 ◎  

13 請求額 数値 6 
明細１行ごとの請求額を設定 

（小数点以下切捨て） 
◎  

14 単位数単価 数値 5 
整数部２桁、小数部３桁の半角数字。8.5

円の場合、08500（または 8500）を設定 
◎ ※Ｙ 

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 
※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 



 

５３ 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 説明 備考 

37 夜間支援体制加算 コード値 1 

共同生活介護において、夜間支援体制加算（Ⅰ）を算定

する場合、１を設定。夜間支援体制加算（Ⅱ）を算定す

る場合、２を設定 

共同生活援助、宿泊型自立訓練において、夜間防災・

緊急時支援体制加算（Ⅰ）を算定する場合、１を設定。

夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅱ）を算定する場合、

２を設定。夜間防災・緊急時支援体制加算（Ⅰ）、夜間

防災・緊急時支援体制加算（Ⅱ）の両方を算定する場

合、３を設定 

（サービス提供年月が平成 24 年 3 月以前：共同生活介

護において、夜間支援体制加算を算定する場合、１を設

定。共同生活援助において、夜間防災体制加算を算定

する場合、１を設定） 

 

38 
入院時支援特別加算 

（サービス提供回数） 
コード値 1 

入院時支援特別加算の算定要件を満たす支援を行っ

た場合１を設定。報酬上算定できる回数にかかわらず、

要件を満たす場合は設定する。 

 

39 
入院時支援特別加算 

（算定回数） 
コード値 1 

入院時支援特別加算の報酬上算定できる回数を 

設定する。 
 

40 
帰宅時支援加算 

（サービス提供回数） 
コード値 1 

帰宅時支援加算の算定要件を満たす支援を行った場

合１を設定。報酬上算定できる回数にかかわらず、要件

を満たす場合は設定する。 

 

41 
帰宅時支援加算 

（算定回数） 
コード値 1 

帰宅時支援加算の報酬上算定できる回数を 

設定する。 
 

42 自立生活支援加算 コード値 1 自立生活支援加算を算定する場合１を設定  

43 
日中支援加算 

（サービス提供回数） 
コード値 1 

日中支援加算の算定要件を満たす支援を行った場合１

を設定。報酬上算定できる回数にかかわらず、要件を

満たす場合は設定する。 

 

44 
日中支援加算 

（算定回数） 
コード値 1 日中支援加算の報酬上算定できる回数を設定する。  

45 算定日数 コード値 1 

短期入所において、算定対象日に１を設定 

施設入所支援において、土日等日中支援加算の算定

日に１を設定（サービス提供年月が平成 24 年 3 月まで） 

地域移行支援において、本体報酬及び集中支援加算

の対象となる支援を実施した日に１を設定 

 

46 自立訓練 訪問型時間数 数値 4 

訪問型自立訓練を提供した場合（提供形態が２：訪問型

もしくは、３：訪問型（視覚）の場合）、その時間数を設定

する。整数部2桁小数部2桁で設定する（様式には本項

目は無いがインタフェースには設定する）。 

 

47 

実
費
算
定 

朝食 コード値 1 
補足給付適用の有無が有りの場合で、利用契約に従っ

て朝食を提供した場合１を設定。 
※５ 

48 昼食 コード値 1 
補足給付適用の有無が有りの場合で、利用契約に従っ

て昼食を提供した場合１を設定。 
※５ 

49 夕食 コード値 1 
補足給付適用の有無が有りの場合で、利用契約に従っ

て夕食を提供した場合１を設定。 
※５ 

50 光熱水費 コード値 1 
補足給付適用の有無が有りの場合で、利用契約に従っ

て、光熱水費を徴集する日に１を設定。 
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項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 説明 備考 

51 

重
度
包
括 

適用単価 数値 3 適用単価を設定  

52 基本単位数 数値 4 基本単位数を設定  

53 加算 コード値 1 
１：早朝 ３：夜間 ４：深夜 ５：早朝・喀痰吸引等 ６：喀

痰吸引等 ７：夜間・喀痰吸引等 ８：深夜・喀痰吸引等 
※９ 

54 加算後単位数 数値 4 加算後単位数を設定  

55 単位数 数値 4 単位数を設定  

56 1 日計 数値 5 

1 日計を設定 

同一日に複数サービスを提供する場合には、最終行に

設定する。最終行とは「サービス開始時間」の昇順に並

び替えた場合の最終行である。ただし、サービス提供時

間を設定しない入所系サービス（短期入所、共同生活

介護）の提供があった場合には、入所系サービスが最

終行となる。 

 

57 

重
度
訪
問
（
様
式
３
－
２
） 

１時間（１３時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

58 ２時間（１４時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

59 ３時間（１５時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

60 ４時間（１６時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

61 ５時間（１７時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

62 ６時間（１８時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

63 ７時間（１９時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

64 ８時間（２０時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

65 ９時間（２１時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

66 １０時間（２２時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

67 １１時間（２３時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

68 １２時間（２４時間） コード値 1 １：早朝 ２：日中 ３：夜間 ４：深夜  

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。
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Ｎｏ 実際のサービス提供時間 

１３ 

【月またがり （０時またがり）】 
23:00  0:00  1:00  

                       

                 

     
身体 

     

          

               

               
 

身体 

月末日 23:50～翌月初日 00:50 

算定の考え方 

 日 サービス内容 提供時間 時間数  

当月分 31 身体介護 ２３：５０～００：２０  0.5 ※ 

翌月分 1 身体介護 ００：２０～００：５０ 0.5  

 

※最小単位（３０分）で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として算定す

る。 

実績記録票インタフェース設定 

当月の実績記録票   

提供 

通番 
日 

サービス

提供回数 

サービス

内容 
資格 提供時間 

算定 

時間 

派遣 

人数 
前月からの継

続サービス 

・ ・   ・ ・ ・ ・ ・  

11 31   111000 11 ２３：５０～００：２０ 0.5 1  

翌月の実績記録票   

提供 

通番 
日 

サービス

提供回数 

サービス

内容 
資格 提供時間 

算定 

時間 

派遣 

人数 
前月からの継

続サービス 

1 31   111000 11 ２３：５０～００：２０  1 1 

1 1   111000 1 ００：２０～００：５０ 0.5 1  
 

月末日から翌月初日の０時をまたがってサービス提供を行った場合、当月分と翌月分の実績記録票それ

ぞれに分けて設定する。当月の実績記録票には当月分のサービス提供のみを設定する。翌月の実績記

録票については、前月から継続しているサービス提供分も設定する（一連のサービスとして設定すること

になるので前月からの継続サービスと翌月初日のサービス提供分の提供通番は同一番号となる）。翌月

の実績記録票における前月からの継続サービスについては、「前月からの継続サービス」に１を設定す

る。 

算定時間数は最終行に設定する。最終行とは、同一提供通番の中で、前月からの継続サービスが１とな

る行を先頭とし、それ以降、日付昇順、開始時間昇順に並べた場合の最終行である。 
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Ｎｏ 実績記録票 紙様式記載 

５ 

実績単位数 10,840 単位 実績割合 103.2 ％ 支給決定量 10,500  単位 

日 曜
日 

サービス種別 

サービス利用実績 実績単位数 

開始

時間 

終了

時間 

実績時

間数 

適用

単価 

基本単

位数 
加算 

加算後

単位数 

派遣

人数 
単位数 1 日計 

1 水 重度訪問介護 8:00 10:00 2 793 397  397 1 397  

1 水 生活介護 10:00 16:00 6 793 1190  1190  1190  

1 水 短期入所   1 882 882  882  882 2469 

2 木 重度訪問介護 7:00 8:00 1 793 198 早朝 248 1 248  

2 木 重度訪問介護 8:00 10:00 2 793 397  397 1 397  

2 木 生活介護 10:00 16:00 6 793 1190  1190  1190  

2 木 重度訪問介護 16:00 18:00 2 793 397  397 1 397  

2 木 重度訪問介護 18:00  19:00  1 793 198 夜間 248 1 248  

2 木 重度訪問介護 19:00 20:00 1 773 193 夜間 241 1 241  

2 木 短期入所     1 882 882  882  882 3603 

3 金 生活介護 10:00 16:00 6 793 1190  1190  1190  

3 金 短期入所   1 882 882  882  882 2072 

4 土 短期入所   1 882 882  882  882 882 

5 日 短期入所   1 882 882  882  882 882 
 

【 特 地 加 算

と処遇改善

加算（Ⅰ）を

算定する場

合】 

実績記録票インタフェース設定 

実績単位数 10,840 単位 実績割合 103.2 ％ 支給決定量 10,500 単位 

日 
サービス

種別 

サービス利用実績 実績単位数 

開始時間 終了時間 
実績時

間数 
適用単価 

基本単

位数 
加算 

加算後

単位数 

派遣

人数 
単位数 1 日計 

1 121000 8:00 10:00 2 793 397  397 1 397  

1 221000 10:00 16:00 6 793 1190  1190  1190  

1 241000   1 882 882  882  882 2469 

2 121000 7:00 8:00 1 793 198 1  248 1  248  

2 121000 8:00 10:00 2 793 397  397 1 397  

2 221000 10:00 16:00 6 793 1190  1190  1190  

2 121000 16:00 18:00 2 793 397  397 1 397  

2 121000 18:00  19:00  1 793 198 3 248 1  248  

2 121000 19:00 20:00 1 773 193 3 241 1 241  

2 241000     1 882 882   882   882 3603 

3 221000 10:00 16:00 6 793 1190  1190  1190   

3 241000   1 882 882  882  882 2072 

4 241000   1 882 882   882  882 882 

5 241000   1 882 882   882   882 882 
 

まず、特別地域加算を算定する。 

①短期入所と共同生活介護以外（太枠）の単位数を集計する。本例の場合、５，４９８単位となる。 

②重度訪問介護等の集計値に、１１５／１００を掛ける（小数点以下四捨五入）。 

  本例の場合、 ５，４９８単位×１１５／１００＝６，３２３単位 となる。 

③（②）で求めた値に短期入所および共同生活介護の単位数を加え特地加算の加算後単位数を求める。 

本例の場合、 ６，３２３単位＋８８２単位×５日＝１０，７３３単位となる。 

次に、処遇改善加算（Ⅰ）を算定する 

④（③）で求めた値に処遇改善加算（Ⅰ）の割合を乗算し、処遇改善加算（Ⅰ）の加算後単位数を求める。 

  本例の場合、１０，７３３単位＋１０，７３３単位×１０／１０００＝１０，８４０単位となる。 

⑤この１０，８４０単位を「実績単位数」欄に設定する。 

８８－ 



 

９０ 
 

⑥短期入所 
Ｎｏ 実績記録票 紙様式記載 

１ 
短期入所 

２日～５日 

９日 

開始日 終了日 
算定日数 

送迎加算 食事提供加

算 日付 曜日 日付 曜日 往 復 

2 月 5 木 4 1 1 4 

9 月     1   1 

              

              

      

 合計 5 2 5 
 

実績記録票インタフェース設定 

日 
算定 

日数 

送迎加算 食事提供 

加算 往 復 

2 1 1  1 

3 1   1 

4 1   1 

5 1  1 1 

9 1   1 

合計 5 2 5 
 

サービス提供を行った日付を全て設定する。 

算定日数、送迎加算及び食事提供加算についても、日ごとに設定する。 
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（２） 障害児給付費等 請求書 基本情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 
(識別番号毎) 

備考 
K111 

K112 
K211 

1 交換情報識別番号 英数 4 交換情報識別番号を設定する。 ◎ ◎ ※B 

2 レコード種別コード 
コード

値 
2 ０１を設定する（基本情報レコード） ◎ ◎  

3 サービス提供年月 
コード

値 
6 

サービスを提供した年月（西暦年月

YYYYMM を設定する） 
◎ ◎ ※Y 

4 都道府県等番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された都道府県番

号、または市町村番号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１

桁含む） 

◎ ◎ 
※C 

※１ 

5 事業所番号 
コード

値 
10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ◎ ※C 

6 請求金額 数値 10 

請求金額を設定する。 

請求金額＝合計 給付費請求額＋合

計 特別対策費請求額＋合計 自治

体助成額。 

◎ ◎  

7 小
計 

障
害
児
給
付
費
・
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費 

件数 数値 6 小計 件数 ◎ ◎ ※４ 

8 単位数 数値 9 小計 単位数 ◎ ◎ ※４ 

9 費用合計 数値 10 小計 費用合計 ◎ ◎ ※４ 

10 給付費請求額 数値 10 小計 給付費請求額 ◎ ◎ ※４ 

11 特別対策費請求額 数値 10 小計 特別対策費請求額 ○ ○ 
※２ 

※６ 

12 利用者負担額 数値 10 小計 利用者負担額 ◎ ◎ ※４ 

13 自治体助成額 数値 10 小計 自治体助成額 ○ ○ ※２ 

14 
小
計 

特
定
入
所
障
害
児

食
費
等
給
付
費
・
高
額
障

害
児
通
所
給
付
費 

件数 数値 6 小計 件数 ○ ○ ※２ 

15 費用合計 数値 10 小計 費用合計 ○  ※２ 

16 給付費請求額 数値 10 小計 給付費請求額 ○ ○ ※２ 

17 

合
計 

件数 数値 6 合計 件数 ◎ ◎ ※３ 

18 単位数 数値 9 合計 単位数 ◎ ◎ ※４ 

19 費用合計 数値 10 合計 費用合計 ◎ ◎ ※３ 

20 給付費請求額 数値 10 合計 給付費請求額 ◎ ◎ ※３ 

21 特別対策費請求額 数値 10 合計 特別対策費請求額 ○ ○ 
※２ 

※６ 

22 利用者負担額 数値 10 合計 利用者負担額 ◎ ◎ ※４ 

23 自治体助成額 数値 10 合計 自治体助成額 ○ ○ ※２ 

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 
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※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 2.1.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 給付費の請求先が市町村の場合に、処遇改善助成金（※５）の請求書情報を作成する際には、処遇改

善助成金（※５）の請求先都道府県番号を設定する。 

※２ 処遇改善助成金（※５）のみの請求書情報を作成する際には、設定しない。 

※３ 給付費の請求先が市町村の場合に処遇改善助成金（※５）の請求書情報を作成する際には、処遇改

善助成金（※５）に関する情報の合計を設定する。給付費の請求先が都道府県の場合に処遇改善助成

金（※５）の請求書情報を作成する際には、給付費、および処遇改善助成金（※５）に関する情報の合

計を設定する。 

※４ 処遇改善助成金（※５）の請求書情報を作成する際には、０を設定する。 

※５ サービス提供年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 

※６ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。 

 

（３） 障害児給付費等 請求書 明細情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 

(給付種別毎) 

備考 給付

種別

=1 

給付種別=2 

給付

種別

=3 

K111 

K112 

K211 

K111 

K112 
K211 

K111 

K112 

K211  

1 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ※B 

2 レコード種別コード 
コード

値 
2 ０２を設定する（明細情報レコード） ◎ ◎ ◎ ◎  

3 サービス提供年月 
コード

値 
6 

サービスを提供した年月（西暦年月

YYYYMM を設定する） 
◎ ◎ ◎ ◎ ※Y 

4 都道府県等番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された都道府県番

号、または市町村番号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１

桁含む） 

◎ ◎ ◎ ◎ 
※C 

※２ 

5 事業所番号 
コード

値 
10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ◎ ◎ ◎ ※C 

6 給付種別 
コード

値 
1 

請求書における給付の種別を表す 

１：障害児施設給付費、障害児通所給

付費、障害児入所給付費、特例障害

児通所給付費の場合 

２：特定入所障害児食費等給付費、高

額障害児通所給付費の場合 

３：処遇改善助成金の場合 

◎ ◎ ◎ ◎ ※４ 

7 サービス種類コード 
コード

値 
2 サービス種類コード ◎ ◎ ◎ ◎ ※C 

8 件数 数値 6 サービス種類毎の明細書の件数 ◎ ○ ○ ◎ ※３ 

9 単位数 数値 9 サービス種類毎の単位数 ◎     
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項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 

(給付種別毎) 

備考 給付

種別

=1 

給付種別=2 

給付

種別

=3 

K111 

K112 

K211 

K111 

K112 
K211 

K111 

K112 

K211  

10 費用合計 数値 10 サービス種類毎の費用の額 
◎ 

※１ 
○  ◎ ※３ 

11 給付費請求額 数値 10 サービス種類毎の給付費請求額 ◎ ○ ○ ◎ ※３ 

12 特別対策費請求額 数値 10 サービス種類毎の特別対策費請求額 ○    ※６ 

13 利用者負担額 数値 10 

サービス種類毎の利用者負担額 

自治体助成がある場合、明細書の決

定利用者負担額から自治体助成額を

控除した額を設定する。 

◎     

14 自治体助成額 数値 10 サービス種類毎の自治体助成額 ○     

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 2.1.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 明細書における、サービス種類ごとの総費用額（100/100 の額）の合計となる。 

※２ 給付費の請求先が市町村の場合に、処遇改善助成金（※５）の請求書情報を作成する際には、処

遇改善助成金（※５）の請求先都道府県番号を設定する。 

※３ 処遇改善助成金（※５）の請求書情報を作成する際には、処遇改善助成金（※５）に関する情報を設

定する。 

※４ 「３：処遇改善助成金の場合」については、サービス提供年月が平成 24 年 4 月以降使用しない。 

※５ サービス提供年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 

※６ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。 
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項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 
備考 

K121 

K122 
K221 

13 就労継続支援A型減免対象者 コード値 1 設定しない。    

14 障害程度区分コード 英数 2 設定しない。    

15 上
限
額
管
理
事
業
所 

指定事業所番号 コード値 10 上限額管理事業所の事業所番号を設定 ○ ○ 
※C 

※２ 

16 管理結果 コード値 1 上限額管理結果票の管理結果を設定 ○ ○ 
※１ 

※２ 

17 管理結果額 数値 5 上限額管理結果票の管理結果額を設定 ○ ○ ※２ 

18 
日
中
支
援
加
算

欄 

指定事業所番号 コード値 10 設定しない。    

19 
当該事業所への通所

日数 
数値 2 設定しない。    

20 

請
求
額
集
計
欄 
合
計 

給付単位数 数値 9 サービス種類コードごとの単位数を設定 ◎ ◎  

21 総費用額 数値 10 サービスの総費用額を設定 ◎ ◎  

22 
上限月額調整（①②

の内少ない数） 
数値 6 

上限月額調整（①②の内少ない数）の合

計を設定 
◎ ◎  

23 
A

型

減

免 

事業者減免額 数値 6 設定しない。    

24 
減免後利用者

負担額 
数値 6 設定しない。    

25 調整後利用者負担額 数値 6 調整後利用者負担額を設定 ○ ○  

26 
上限額管理後利用者

負担額 
数値 6 上限額管理後利用者負担額 ○ ○ ※２ 

 

27 
決定利用者負担額 数値 6 

算定した結果の利用者負担額を設定する

（自治体助成分請求額を控除する前の利

用者負担額である）。 

◎ ◎  

28 

請

求

額 

給付費 数値 10 給付費の請求額を設定 ◎ ◎  

29 
高 額 障 害 児 通

所給付費 
数値 10 高額障害児通所給付費を設定  ○  

30 特別対策費 数値 10 

サービス提供年月が平成 24 年 4 月以降

は、新体系定着支援に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 10 月以降

は、事業運営安定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9 月以前

は、特別対策費である激変緩和加算に係

る請求額を設定 

○ ○ ※３ 

31 自治体助成分請求額 数値 6 
利用者負担額のうち自治体が助成する額

を設定 
○ ○  

32 
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給

付
費 

算定日額 数値 4 算定する日額を設定 ○   

33 日数 数値 2 算定する日数を設定 ○   

34 給付費請求額 数値 5 
特定入所障害児食費等給付費の請求額

を設定 
○   

35 実費算定額 数値 6 利用者が負担する実費の額を設定 ○   

※必須    ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 
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※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 2.1.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１  “１” ： 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。 
“２” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。 
“３” ： 利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。 

※２ 利用者負担上限額管理を行った場合のみ設定する。利用者負担上限額管理が必要ない場合（例え

ば、利用者負担上限月額が０円の場合）は設定しない。 

※３ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。 

 

（３） 障害児給付費等 明細書 日数情報レコード 

※必須   ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 2.1.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 障害児給付費等明細書へは、入院又は外泊をした日数の合計を入院日数欄に記載するが、インタ

フェース上は入院日数、外泊日数を分けて設定する。                  

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 

備考 
K121 

K122 
K221 

1 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ◎ ※B 

2 レコード種別コード コード値 2 ０２を設定する（日数情報レコード） ◎ ◎  

3 サービス提供年月 コード値 6 
サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月 （ 西 暦 年 月

YYYYMM を設定する） 
◎ ◎ ※Y 

4 都道府県等番号 コード値 6 
受給者証に記載された都道府県番号、また

は市町村番号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む） 
◎ ◎ ※C 

5 事業所番号 コード値 10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ◎ ※C 

6 受給者証番号 英数 10 受給者証に記載されている受給者証番号 ◎ ◎ ※C 

7 サービス種類コード コード値 2 サービス種類コード２桁を設定 ◎ ◎ ※C 

8 

サ
ー
ビ
ス
開
始
日
等 

開始年月日 コード値 8 
サービス種類毎の開始年月日（入所年月日

等）（西暦年月日 YYYYMMDD を設定する） 
◎ ◎  

9 終了年月日 コード値 8 
サービス種類毎の終了年月日（退所年月日

等）（西暦年月日 YYYYMMDD を設定する） 
○ ○  

10 利用日数 数値 2 サービス種類毎に利用日数を設定。 ◎ ◎  

11 入院日数 数値 2 サービス種類毎に入院日数を設定。 ○  ※１ 

12 外泊日数 数値 2 サービス種類毎に外泊日数を設定。 ○  ※１ 
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項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 
備考 

K121 

K122 
K221 

22 

請
求
額
集
計
欄 

請

求

額 

給付費 数値 10 給付費請求額を設定 ◎ ◎   

23 
高 額 障 害 児 通

所給付費 
数値 10 高額障害児通所給付費を設定。  ○  

24 特別対策費 数値 10 

サービス提供年月が平成 24 年 4 月以降は、

新体系定着支援に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 10 月以降

は、事業運営安定化に係る請求額を設定 

サービス提供年月が平成 21 年 9 月以前は、

特別対策費である激変緩和加算に係る請求

額を設定 

○ ○ ※６ 

25 自治体助成分請求額 数値 6 
利用者負担額のうち自治体が助成する額を

設定 
○ ○ ※２  

26 特
定
入
所
障
害
児
食

費
等
給
付
費 

算定日額 数値 4 サービス種類ごとに算定する日額を設定 ○  ※３ 

27 日数 数値 2 サービス種類ごとに算定する日数を設定 ○  ※３ 

28 給付費請求額 数値 5 サービス種類ごとに給付費請求額を設定 ○  ※３ 

29 実費算定額 数値 6 
サービス種類ごとに利用者が負担する実費

の額を設定 
○  ※３ 

30 
利
用
日
数
管
理
票 

対象期間（開始） 
コード

値 
6 設定しない。    

31 対象期間（終了） 
コード

値 
6 設定しない。    

32 当月の利用日数 数値 2 設定しない。    

33 原則日数の総和 数値 3 設定しない。    

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 2.1.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 【サービス提供年月が平成２５年４月以降の場合】 

１ ： ２および７以外の情報は１を設定する。 

２ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において、下記障害児支援サービスを行

った場合、同一サービス種類において単位数単価を分けて集計する必要があるため下記サ

ービスを集計欄分類番号＝２で集計する。 

        （１）児童発達支援 

          ①人工内耳装用児支援加算 

  （２）医療型障害児入所支援 

          ①重度障害児支援加算 

          ②重度重複障害児加算 

        （３）障害児入所支援 

          ①重度障害児支援加算 

          ②重度重複障害児加算 

          ③強度行動障害児特別支援加算 
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          ④自活訓練加算 

７ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において、１人の障害児に対し下記のよ

うな形態で障害児支援サービスを行った場合、同一サービス種類において単位数単価を分け

て集計する必要があるため集計欄分類番号＝７で集計する。 

   （１）児童発達支援 

     ①児童発達支援センターにおいて、主として重症心身障害児以外を受け入れる事業所と

重症心身障害児を受け入れる事業所の両方でサービスを提供した場合 

     ②児童発達支援センター以外において、主として重症心身障害児以外を受け入れる事業

所と重症心身障害児を受け入れる事業所の両方でサービスを提供した場合 

   （２）放課後等デイサービス 

     ①主として重症心身障害児以外を受け入れる事業所と重症心身障害児を受け入れる事

業所の両方でサービスを提供した場合 

【サービス提供年月が平成２４年４月以降、平成２５年３月以前の場合】 

１ ： ２、４、６および７以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合、２を設定する。具体的には単位数単価が 

１０円以外の地域に所在する事業所において、下記障害児支援サービスを行った場合とな

る。 

        （１）児童発達支援 

          ①人工内耳装用児支援加算 

 （２）医療型障害児入所支援 

          ①重度障害児支援加算 

          ②重度重複障害児加算 

        （３）障害児入所支援 

          ①重度障害児支援加算 

          ②重度重複障害児加算 

          ③強度行動障害児特別支援加算 

          ④自活訓練加算 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（新体系定着支援に係る請求額） 

６ ： ７のパターンにおける新体系定着支援に係る請求額を集計欄分類番号＝６で集計する。 

７ ： 単位数単価が１０円以外の地域に所在する事業所において、１人の障害児に対し下記のよ

うな形態で障害児支援サービスを行った場合、同一サービス種類において単位数単価を分け

て集計する必要があるため集計欄分類番号＝７で集計する。 

  （１）児童発達支援 

     ①児童発達支援センターにおいて、主として重症心身障害児以外を受け入れる事業所と

重症心身障害児を受け入れる事業所の両方でサービスを提供した場合 

     ②児童発達支援センター以外において、主として重症心身障害児以外を受け入れる事業

所と重症心身障害児を受け入れる事業所の両方でサービスを提供した場合 



 

１ 
 

 

（２）放課後等デイサービス 

         ①主として重症心身障害児以外を受け入れる事業所と重症心身障害児を受け入れる事業

所の両方でサービスを提供した場合 

【サービス提供年月が平成２１年１０月以降、平成２４年３月以前の場合】 

１ ： ２および４以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合、２を設定する。具体的には単位数単価が 

１０円以外の地域に所在する事業所において、下記障害児支援サービスを行った場合とな

る。 

（１）知的障害児施設給付 

          ①重度知的障害児支援加算 

          ②重度重複障害児加算 

          ③強度行動障害児特別支援加算 

          ④自活訓練加算 

（２）盲ろうあ児施設給付費 

          ①重度盲ろうあ児支援加算 

          ②重度重複障害児加算 

（３）肢体不自由児施設支援 

          ①乳幼児加算 

          ②重度肢体不自由児支援加算 

          ③重度重複障害児加算 

（４）難聴幼児通園施設給付 

  ①人工内耳装用児支援加算 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（事業運営安定化に係る請求額） 

【サービス提供年月が平成２１年４月以降９月以前の場合】 

１ ： ２および４以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合、２を設定する。具体的には単位数単価が 

１０円以外の地域に所在する事業所において、下記障害児施設サービスを行った場合とな

る。 

（１）知的障害児施設給付 

          ①重度知的障害児支援加算 

          ②重度重複障害児加算 

          ③強度行動障害児特別支援加算 

          ④自活訓練加算 

（２）盲ろうあ児施設給付費 

①重度盲ろうあ児支援加算 

 ②重度重複障害児加算 
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２ 
 

 

（３）肢体不自由児施設支援 

①乳幼児加算 

②重度肢体不自由児支援加算 

③重度重複障害児加算 

（４）難聴幼児通園施設給付 

   ①人工内耳装用児支援加算 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（特別対策事業の激変緩和加算） 

 【サービス提供年月が平成２１年３月以前の場合】 

１ ： ２、３および４以外の情報は１を設定する。 

２ ： 同一サービス種類で単位数単価が異なる場合、２を設定する。具体的には単位数単価が 

１０円以外の地域に所在する事業所において、下記障害児施設サービスを行った場合とな

る。 

（１）知的障害児施設給付 

         ①重度知的障害児支援加算 

         ②重度重複障害児加算 

         ③強度行動障害児特別支援加算 

         ④自活訓練加算 

（２）盲ろうあ児施設給付費 

         ①重度盲ろうあ児支援加算 

         ②重度重複障害児加算 

（３）肢体不自由児施設支援 

①乳幼児加算 

②重度肢体不自由児支援加算 

③重度重複障害児加算 

３ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（障害児施設給付費の激変緩和加算） 

４ ： 同一サービス種類で給付率が異なる場合（特別対策事業の激変緩和加算） 

※２ 自治体助成分請求額設定ルール 

自治体助成分請求額の計算方法としては、国制度（利用者負担調整など）を適用した後の決定利用

者負担額に対してサービス種類ごとに定率を助成する方式とする。 

自治体助成分請求額＝決定利用者負担額×都道府県等助成率（小数点以下切捨） 

例）施設（入所）と施設（通所）のサービス提供を受ける利用者で、施設（通所）の利用者負担額のうち

半分を都道府県等が助成する場合 

 施設（入所） 施設（通所） 

決定利用者負担額 7,500 4,800 

自治体助成分請求額  2,400 

                                              ↓ 

                      実際の利用者負担額は、7,500＋4,800-2,400＝9,900 となる。 

※３ 集計欄分類番号＝１のレコードのみに設定が必要である。 

 

4,800(円) × 50(%) 

１２６－ 



 

３ 
 

 

※４ 利用者負担上限額管理を行った場合のみ設定する。利用者負担上限額管理が必要ない場合（例え

ば、利用者負担上限月額が０円の場合）は設定しない。 

※５ 法第二十一条の五の十一、または法第二十四条の五が適用される場合、「都道府県等が定める

額」もしくは「1 割相当額」のうち小さい額を設定する。 

※６ サービス提供年月が平成 25 年 4 月以降は、設定しない。 

 

 

 

 

 

 

１２６－ 
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（７） 障害児給付費等 明細書 契約情報レコード 

 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必

須 
備考 

K122 

K221 

1 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※B 

2 レコード種別コード 
コード

値 
2 ０５を設定する（契約情報レコード） ◎  

3 サービス提供年月 
コード

値 
6 

サービスを提供した年月（西暦年月 YYYYMM を設定す

る） 
◎ ※Y 

4 都道府県等番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された市町村番号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含

む） 
◎ ※C 

5 事業所番号 
コード

値 
10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ※C 

6 受給者証番号 英数 10 受給者証に記載されている受給者証番号 ◎ ※C 

7 決定サービスコード 
コード

値 
6 決定サービスコード６桁を設定 ◎ ※C 

8 契約支給量 数値 5 

整数部上３桁、小数部下２桁を設定。 

１００．５時間→１００５０ 

１２日→０１２００（または１２００） 

５回→００５００（または５００） 

◎ ※１ 

9 契約開始年月日 
コード

値 
8 

契約を開始した年月日（西暦年月日YYYYMMDDを設定

する） 
◎ 

※２ 

※Ｙ 

10 契約終了年月日 
コード

値 
8 

契約を終了した年月日（西暦年月日YYYYMMDDを設定

する） 
○ 

※２ 

※Ｙ 

11 事業者記入欄番号 数値 2 受給者証の事業者記入欄番号を設定する。 ◎ ※３ 

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ 契約支給量には、受給者証の事業者記入欄に記載した契約支給量を設定する。 

※２ 契約開始年月日、契約終了年月日には、受給者証の事業者記入欄に記載した契約日、サービス提

供終了日を設定する。 

※３ 受給者証の事業者記入欄に記載した欄番号を設定する。 

１２６－ 
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（８）契約情報レコードを設定する目的 

契約情報レコードは、契約支給量点検を行うためのものである。 

 

（９）契約情報レコードの作成対象サービス 

  下記に契約情報レコードの設定が必要なサービスの一覧を示す。契約情報レコードは「決定コード」毎

に設定が必要となる。 

契約情報レコードの作成が必要なサービス 

契約情報の設定が必要なサービス 決定コード 必須※  決定コード名称（参考） 

61 児童発達支援 

611000 ○  児童発達支援基本決定 

612000 ○  児童発達支援基本決定（難聴児） 

613000 ○  児童発達支援基本決定（重症心身障害児） 

62 医療型児童発達支援 
621000 ○  医療型児童発達支援基本決定（肢体不自由児） 

622000 ○  医療型児童発達支援基本決定（重症心身障害児） 

63 放課後等デイサービス 
631000 ○  放課後等デイサービス基本決定 

632000 ○  放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児） 

64 保育所等訪問支援 641000 ○  保育所等訪問支援基本決定 

必須※ ◎ ： 常に設定必要   ○ ： 決定支給量と契約支給量が異なる場合のみ設定必要 

契約情報レコードの必須設定に関する補足説明 

受給者証で支給決定された支給量と、サービス事業者との契約支給量が異なる場合のみ契約情報レ

コードの設定が必要である。 

例：受給者証に支給決定された支給量（23 日）に対して、Ａ事業所との間で 12 日/月と利用契約した場合等 

 

（１０）契約情報レコードのデータ設定方法について 

 契約情報レコードは、明細書情報の中の１レコードとして作成し、サービス提供月における最新の契

約内容のみを毎月設定することとする。毎月最新の契約情報を送信することにより、契約が月途中で

変更になった場合でも１レコードのみを送信すればよい。また、契約終了時には契約終了情報を送信

する必要もない。ただし、一人の利用者に対して複数の事業所が契約する場合は複数事業所の契約

支給量の合計がその利用者の決定支給量を超えないようにする必要がある。 
＜契約情報の設定例＞ 

「1.2.3.1.介護給付費等請求書情報」の「（１０）契約情報レコードのデータ設定方法について」と同様

の考え方である為、記載を省略する。 
 
 
 
 
 
 

１２６－ 
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（１１） 障害児給付費等明細書 処遇改善情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 

備考 K121 

K122 

K221 

1 交換情報識別番号 英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※B 

2 レコード種別コード コード値 2 ０６を設定する（処遇改善情報レコード） ◎  

3 サービス提供年月 コード値 6 
サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月 （ 西 暦 年 月

YYYYMM を設定する） 
◎ ※Y 

4 都道府県等番号 コード値 6 
受給者証に記載された都道府県番号、ま

たは市町村番号（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む） 
◎ ※C 

5 事業所番号 コード値 10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ※C 

6 受給者証番号 英数 10 受給者証に記載されている受給者証番号 ◎ ※C 

7 サービス種類コード コード値 2 サービス種類コード２桁を設定 ◎ ※C 

8 

処
遇
改
善
助
成
金 

請求先都道府県

番号 
コード値 6 

処遇改善助成金の請求先都道府県番号

を設定する 
◎ ※C 

9 請求額 数値 10 

処遇改善助成金（※１）の請求額を設定す

る。助成金の算定式（月額）は、サービス

種類ごとの１人１月当たり報酬総額×交付

率＝交付額（１円未満切り捨て） 

※報酬総額は、利用者負担額（利用者負

担に係る自治体助成額を含む。）、事業運

営安定化事業による助成額を含み補足給

付は含まない。 

◎  

※必須   ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 

※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 2.1.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 

※１ サービス提供年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 
 
（１２） 処遇改善情報レコードの設定方法について 
   処遇改善情報レコード（※１）は処遇改善助成金（※２）を請求する場合にのみ作成する。処遇改善助

成金（※２）を請求しない場合には作成しない。 
※１ サービス提供年月が平成 24 年 4 月以降使用しない。 
※２ サービス提供年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 

 
 
 
 

１２６－ 
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（１３） 請求書（処遇改善）の作成についての注意点 
障害児給付費等の請求先が市町村であり、処遇改善助成金（※１）の請求先が都道府県となる場合、

障害児給付費等の請求書と処遇改善助成金（※１）の請求書は２つに分けて集計する。障害児給付費

等の請求先が都道府県であり、処遇改善助成金（※１）の請求先も都道府県となる場合、障害児給付

費等情報および処遇改善情報を１つの請求書にまとめて集計する。 
※１ サービス提供年月が平成 24 年 3 月までの処遇改善助成金。 

１２６－ 
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（３）障害児相談支援給付費請求書等 明細情報レコード 

項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 内容 

※必須 

K311 

K321 

備考 

1 交換情報識別番号  英数 4 当情報の内容を識別するための番号 ◎ ※B 

2 レコード種別コード  
コード

値 
2 ０２を設定する（明細情報レコード） ◎  

3 サービス提供年月  
コード

値 
6 

サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月 （ 西 暦 年 月

YYYYMM を設定する） 
◎ ※Y 

4 市町村番号 
コード

値 
6 

受給者証に記載された市町村番号（ﾁｪｯｸ

ﾃﾞｼﾞｯﾄ１桁含む） 
◎ ※C 

5 事業所番号 
コード

値 
10 サービスを提供した事業所番号 ◎ ※C 

6 項番 数値 4 １からの連番を設定 ◎  

7 受給者証番号 英数 10 受給者証に記載されている受給者証番号 ◎ ※C 

8 給付決定保護者氏名カナ 英数 25 給付決定保護者カナ氏名 △  

9 給付決定に係る児童氏名カナ 英数 25 給付決定に係る児童カナ氏名 △  

10 モニタリング日  
コード

値 
8 

障害児支援の場合は計画作成日、継続障

害児支援の場合は直近のモニタリング日

を設定。ただし、同一月内に障害児支援と

継続障害児支援の両方を実施した場合に

は直近のモニタリング日を設定。（西暦年

月日 YYYYMMDD を設定する） 

○ ※Ｙ 

11 
請
求
額
計
算
欄 

サービスコード 
コード

値 
6 サービスコードを設定 ◎ ※C 

12 単位数 数値 4 単位数を設定 ◎  

13 請求額 数値 6 
明細１行ごとの請求額を設定 

（小数点以下切捨て） 
◎  

14 単位数単価 数値 5 
整数部２桁、小数部３桁の半角数字。8.5

円の場合、08500（または 8500）を設定 
◎ ※Ｙ 

※必須  ◎ ： 必須項目   ○ ： 請求内容により必要   △ ： 任意設定   空白 ： 不要 
※Ｂ 「インタフェース仕様書 事業所編 1.2.2 インタフェース一覧」を参照のこと。 

※Ｃ 「インタフェース仕様書 共通編 1.4 コード一覧」参照。 

※Y 「インタフェース仕様書 共通編 1.5 留意事項」参照。 

※Ｚ 「インタフェース仕様書 共通編 1.3 表記法」参照。 
 
 
 
 
 

１２７－ 
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項番 項目名 
属性 

（※Z） 
ﾊﾞｲﾄ 説明 備考 

23 

家庭連携加算 

（サービス提供時間

数） 

数値 4 
家庭連携加算に関して、実際に支援に要した時間数を設定（整数部 2 桁

＋小数部 2 桁を設定、例：１．５時間→０１５０（または１５０）） 
 

24 
家庭連携加算 

（算定時間数） 
数値 2 家庭連携加算に関して、算定する時間数を設定（整数）  

25 自活訓練加算 
コード

値 
1 加算を算定する場合１を設定  

26 短期滞在加算 
コード

値 
1 設定しない。  

27 

訪問支援特別加算 

（サービス提供時間

数） 

数値 4 
実際にサービス提供した時間数を設定（整数部 2 桁＋小数部 2 桁を設

定、例：１．５時間→０１５０（または１５０）） 
 

28 
訪問支援特別加算 

（算定時間数） 
数値 2 算定する時間数を設定（整数）  

29 施設外支援 
コード

値 
1 設定しない。  

30 退所時特別支援加算 
コード

値 
1 設定しない。  

31 地域移行加算 
コード

値 
1 地域移行加算を行った場合、１を設定  

32 食事提供加算 
コード

値 
1 加算対象となる低所得者に対して食事を提供した場合１を設定  

33 入院・外泊時加算 
コード

値 
1 

入院・外泊時加算（Ⅰ）を算定する場合、１を設定 

入院・外泊時加算（Ⅱ）を算定する場合、２を設定 

（サービス提供年月が平成 24 年 3 月以前：加算を算定する場合、１を設

定） 

 

34 提供形態 
コード

値 
1 

授業の終了後に行う場合、１を設定。 

休業日に行う場合、２を設定。 
 

35 備考 漢字 100 備考欄に記載が必要な場合、設定 ※３ 

36 サービス提供の状況 
コード

値 
1 

２：入院 ３：外泊 

４：入院→外泊 ５：外泊→入院 

６：入院→共同生活住居に戻る→外泊  

７：外泊→共同生活住居に戻る→入院 

８：欠席（欠席時対応加算） 

 

37 夜間支援体制加算 
コード

値 
1 設定しない。  

38 
入院時支援特別加算 

（サービス提供回数） 

コード

値 
1 

入院時支援特別加算の算定要件を満たす支援を行った場合１を設定。報

酬上算定できる回数にかかわらず、要件を満たす場合は設定する。 
 

39 
入院時支援特別加算 

（算定回数） 

コード

値 
1 入院時支援特別加算の報酬上算定できる回数を設定する。  

40 
帰宅時支援加算 

（サービス提供回数） 

コード

値 
1 設定しない。  

41 
帰宅時支援加算 

（算定回数） 

コード

値 
1 設定しない。  

42 自立生活支援加算 
コード

値 
1 設定しない。  

43 
日中支援加算 

（サービス提供回数） 

コード

値 
1 設定しない。  
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